
 

 

和 解 に つ い て 

 

１  本件の概要  

令和３年７月１日から令和５年１０月２２日までの間、市民バス

の運行業務を委託している株式会社ミヤコーバスの運転手により、

運賃（令和４年度以前にあっては使用料）が着服されていたことに

ついて、和解条項のとおり和解しようとするもの  

 

２  和解の相手方  

  仙台市泉区泉ケ丘３丁目１３番２０号  

株式会社ミヤコーバス  代表取締役社長執行役員  柴咲  武彦  

 

３  和解条項の要旨  

⒧  和解の相手方は、市に対し、解決金として６９万４０２円の支

払義務があることを認め、これを市に支払う。  

⑵   市及び和解の相手方は、本和解条項に定めるもののほか、本件

について、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認す

る。  

 

 

 

 

議案第２５号  


